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節 電

住
　
宅

そ
の
他

募
集
住
宅

・ 

ロ
イ
ヤ
ル
八
幡

　
（
八
幡
町
五
丁
目
１
‒
19
）

・ 

パ
ー
ク
ビ
レ
ッ
ジ

　
（
神
明
町
二
丁
目
12
‒
１
）

・ 

ビ
ラ
湯
山

　
（
湯
山
町
二
丁
目
２
‒
４
）

・ 

ハ
イ
ツ
セ
ブ
ン

　
（
呉
竹
町
四
丁
目
10
‒
３
）

家
賃
な
ど

・
準
耐
火
２
階
建
て

　

４
Ｄ
Ｋ
・
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ

・
家
賃　

６
万
８
,
４
0
0
円
～

　

７
万
１
,
７
0
0
円

申
込
資
格

・ 
同
居
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と
す
る

親
族（
内
縁
関
係
に
あ
る
者
、
婚

約
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）が
あ

る
こ
と
。

・ 

同
居
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と
す
る

親
族
が
、
借
上
住
宅
に
関
す
る
条

例
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
で
な
い

こ
と
。

・ 

収
入
基
準（
所
得
月
額
）が
20
万
円

を
超
え
、
44
万
５
,
0
0
0
円
以

下
の
世
帯

・ 

現
在
、
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ

借
上
公
共
賃
貸
住
宅

入
居
者
募
集

司
法
書
士
会
に
よ
る

無
料
登
記
相
談
会

２
月
１
日
は

農
林
業
セ
ン
サ
ス
調
査
の
日

と
が
明
ら
か
な
世
帯

・ 

市
区
町
村
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

世
帯

そ
の
他

・ 

小
型
の
物
置
が
各
戸
に
あ
り
ま
す
。

・ 

入
居
す
る
と
家
賃
以
外
に
共
益

費
・
駐
車
場
料
金
が
必
要

・ 

収
入
基
準
計
算
方
法
・
間
取
り
な

ど
、
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

申 

込
受
付
期
間　

い
つ
で
も（
土
・

日
曜
日
は
午
前
中
の
み
可
。
祝
日

は
除
く
。）

申
込
・
問
合
せ
先

　

□市
市
民
生
活
グ
ル
ー
プ

　

 

☎
５
２
‒
１
１
１
１
（
内
線
265
）

　

土
地
・
建
物
の
相
続
、
遺
言
、
贈

与
、
売
買
な
ど
の
権
利
に
関
す
る
登

記
お
よ
び
会
社
、
法
人
登
記
に
つ
い

て
の
相
談
会
で
す
。

と
き　

２
月
７
日
㈯

　

午
前
９
時
～
11
時

と
こ
ろ　

市
役
所
１
階
相
談
室

申�
込
方
法　

２
月
５
日
㈭
午
後
４
時

ま
で
に
か
な
ら
ず
電
話
で
予
約

※ 

予
約
の
な
い
方
は
受
け
ら
れ
ま
せ

し
　
尿

し尿収集作業日程表
月　日 曜日 区　　域 月　日 曜日 区　　域
2 月１日 日 15 日 日

２日 月 青木町二～七丁目 16 日 月 田戸町三・四丁目
３日 火 青木町七～九丁目 17 日 火 田戸町五～七丁目
４日 水 春日町 18 日 水 本郷町
５日 木 19 日 木 呉竹町二～六丁目
６日 金 湯山町、神明町、沢渡町 20 日 金 呉竹町六・七丁目、屋敷町一～三丁目
７日 土 21 日 土
８日 日 22 日 日
９日 月 稗田町 23 日 月 屋敷町四～七丁目

10 日 火 二池町一～三丁目 24 日 火 向山町一～六丁目
11 日 水・祝 二池町四～六丁目 25 日 水 向山町六丁目、小池町
12 日 木 碧海町 26 日 木 小池町、新田町、八幡町
13 日 金 芳川町、田戸町二・三丁目 27 日 金 論地町、清水町
14 日 土 28 日 土

2
月
の
し
尿
収
集

　

２
月
の
し
尿
収
集
作
業
日
程
は
、

表
の
と
お
り
で
す
。

ん
。

予
約
先

　

 

愛
知
県
司
法
書
士
会
西
三
河
支
部

所
属　

予
約
担
当
司
法
書
士　

　

海
藤
洋
文
事
務
所

　

☎
５
２
‒
0
１
５
0

　

国
の
農
林
業
・
農
山
村
の
基
本
構

造
の
実
態
と
そ
の
動
向
を
把
握
し
、

農
林
行
政
の
企
画
・
立
案
・
推
進
の

た
め
の
基
礎
資
料
を
作
成
・
提
供
す

る
こ
と
を
目
的
に
、
５
年
ご
と
全
国

一
斉
に
行
う
調
査
で
す
。

　

愛
知
県
知
事
が
任
命
し
た
統
計
調

査
員
が
伺
い
直
接
調
査
票
を
配
布
・

回
収
し
ま
す
。

　

調
査
票
が
届
い
た
ら
同
封
の「
調

査
票
の
記
入
の
し
か
た
」を
確
認
の

う
え
、
も
れ
な
く
記
入
し
て
く
だ
さ

い
。

※ 

調
査
員
は「
調
査
員
証
」を
携
帯
し

て
い
ま
す
の
で
、
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

問
合
せ
先

　

 

□市
総
合
政
策
グ
ル
ー
プ
（
統
計
担

当
）

　

 

☎
５
２
‒
１
１
１
１
（
内
線
329
）

　

作
業
は
、
天
候
な
ど
の
理
由
で
２

～
３
日
前
後
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

申
込
先（
収
集
業
者
）

　

高
浜
衛
生（
株
）

　

☎
5
3
‒
0
５
１
６

問
合
せ
先

　

□市
市
民
生
活
グ
ル
ー
プ

　

☎
5
2
‒
１
１
１
１
（
内
線
263
）


